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～はじめに～ 

 

藤沢市石綿関連疾患対策委員会（以下、「委員会」という。）は、「市が管理する施設

において、石綿のばく露を受けたため、石綿関連疾患を発症する可能性のある関係者に

対する具体的な健康対策及び補償に関する方針を検討し、市に助言すること」を目的と

して、2015 年３月 27 日に発足し、その後、委員会を開催するとともに、石綿関連疾患

判定部会（以下、「判定部会」という。）、同補償検討部会（以下、「補償検討部会」とい

う。）、同リスク推定部会（以下、「リスク推定部会」という。）の３つの部会を立ち上げ、

個別の内容について検討してきた。これまでに、委員会を 10 回、部会その他の会合を

46 回開催している。 

このたび、これまでの検討内容を取りまとめ、最終報告を行うものである。 
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第１章 リスク評価にあたってのアスベストの飛散とばく露にかかる事実関係 

 

（１）アスベストの飛散が生じた（若しくはその可能性のある）事態の特定 

園におけるアスベストの飛散による園児及び職員のばく露量の評価にあたって、

その健康影響の可能性のある飛散事故若しくは飛散が生じた事態あるいは状況を選

び出し、その内容を特定する必要がある。 

本件で園においてアスベスト飛散の発生源となったものは、旧遊戯室（後の５歳

児室又は４歳児室）の天井にあたるコンクリートスラブに吹付け施工されたアスベ

スト（クリソタイル）を含有する吹付けロックウールである。 

この吹付けロックウールは、昭和 47 年（1972 年）の園舎の新築時に吹付け施工

され、平成 19 年（2007 年）８月の除去工事によってすべて取り除かれた。委員会

は検討の結果、この約 35 年の期間において、この吹付け材について生じた評価の対

象とすべき飛散事故ないしは飛散の可能性のあった状況として、次の 10 件を特定し

た。今後、新たな資料等が得られ、新しい事実が判明した場合には、それらも加え

て、その時点で再度事実経過にかかる検討を行うことが必要である。 

 

    Ⅰ 昭和 47 年（1972 年）から同 59 年（1984 年）度改修工事までの自然劣化

等による飛散 

Ⅱ 昭和 59 年（1984 年）度改修工事による飛散 

    Ⅲ 昭和 59 年（1984 年）度改修工事後から平成 17 年（2005 年）度までの天

井板の隙間を介しての自然的な飛散 

   Ⅳ 平成 11 年（1999 年）度から同 17 年（2005 年）度までの旧遊戯室内の断

続的な雨漏りによる飛散 

   Ⅴ 平成 16 年（2004 年）度に天井裏点検のため天井板を外した際の飛散 

Ⅵ 平成 17 年（2005 年）度に天井裏点検のため天井板を外した際の飛散 

    Ⅶ 平成 17 年（2005 年）８月 17 日の天井板取り外し行為の際の飛散 

Ⅷ 平成 17 年（2005 年）８月 19 日の天井板取り外し行為の際の飛散 

Ⅸ 平成 17 年（2005 年）11 月 21 日ミヤマ建設(株)の試料採取に伴う飛散 

    Ⅹ 各飛散事態によるアスベストの経口ばく露（消化器官による吸収） 

 

（２）前提となる諸事実 

ア 浜見保育園の概要 

    浜見保育園は、昭和 47 年（1972 年）４月に乳児 30 名、幼児 90 名の計 120

名の定員で開園した。 

    園は、相模灘の海岸線から約 400ｍの位置にあり、藤沢市鵠沼海岸４丁目 17

番６号に所在する。建物（園舎）は、鉄筋コンクリート造２階建、総床面積 519

㎡（１階 282 ㎡、２階 237 ㎡）であって、開園に先立って竣工している。なお、

昭和 59 年（1984 年）度の改修工事により、総床面積は 629 ㎡（１階 392 ㎡、２

階 237 ㎡）となっている。 
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イ 旧遊戯室の概要 

天井にアスベストを含んだ吹付け材が吹付け施工されていた部屋は、園舎の２

階東端に位置し、南北約 9.75ｍ、東西約 7.0ｍ、広さ 68.3 ㎡の長方形の形状をし

た部屋である。昭和 59 年（1984 年）度の改修工事までは遊戯室とされ、全園児

が集合したり出入りする部屋であった。昭和 59 年（1984 年）度の改修工事以降

は５歳児保育室、後に４歳児保育室として使用され、主として５歳児若しくは４

歳児が保育されてきた。 

ウ 天井の状況 

    旧遊戯室の天井は、昭和 59 年（1984 年）度改修工事まで建物躯体のコンクリ

ートが剥き出しのままで、その表面に吹付けロックウールが吹付けられ、それが

仕上げとなっている状態にあった。 

エ 吹付け材の特定 

    昭和 47 年（1972 年）の設計図面には、旧遊戯室天井面の仕上げ方法として｢ト

ムレックス吹付｣と記載されている。他方、平成 19 年（2007 年）の調査報告書

によると、この吹付け材の成分はロックウール（岩綿）主体でクリソタイルを含

み、その含有率は 9.7％と判定されている。 

    この吹付けロックウールは、旧遊戯室の性格から室内で発生する音声等の吸収

を目的として施工されたものと推定され、梁の部分を含め天井面全体に吹き付け

られ、コテ押えによって仕上げられている。平成 19 年（2007 年）のシミュレー

ション調査時の写真によれば厚さは 20mm 前後と推定される。 

 

（３）園児及び職員の園舎内の滞在時間 

ア １日の滞在時間 

（ア）園の保育時間は過去の時期によって異なる。ただし、各時期とも、１日のう

ち全園児を保育する時間が定められ（これを標準保育時間とする）、その前後の

時間に延長保育若しくは特別延長保育として、朝の園児の迎え入れが可能な時

間帯と、夕方降園するまで保育を受けることが可能な時間帯が設けられていた。 

標準時間帯は、概して園児全員が保育を受けて園舎内に滞在していたことに

なり、延長時間帯の部分は、各園児によって延長保育の利用の有無を含め保育

（滞在）時間が異なる。 

（イ）これらの保育時間中、平日の標準時間帯では、園児はクラスごとに各保育室

で保育され、延長時間帯及び土曜日の全時間帯には、合同保育として１つ又は

複数の保育室等を使用して一緒に保育された。 

以上のうち、平日の午前と午後の｢遊び｣の時間帯には、通常戸外（園舎外）

に出て保育することが予定されている。市保育課の情報提供によれば、天気の

良い日においてその時間は、午前及び午後にそれぞれ１時間から１時間 30 分前

後であったとのことで、年齢の低い園児はその時間は短いということであった。 

この戸外で過ごす時間の有無又は長さは、天候やその他の保育上の都合に左

右され、一定とはいえない。保育時間中、終日園舎内に在室する日もあったも
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のと考えられる。 

（ウ）これらの事情を総合すると、園児の園舍内の１日の滞在時間は、次の表１の

とおりと想定することができる。 

 

表１（園児の１日の滞在時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※[戸外遊び時間の除外] 

平日の各滞在時間については、園舎外遊び時間を考慮して、表１中の各時間か

ら、日によって０時間（雨天日等）から最大３時間が除外される。 

 

  （エ）職員の勤務は、基本的に平日の午前７時から午後７時までの間、職員ごとに

時間差を設け、いずれも１日につき８時間勤務する体制としていたとのことで

あり、それが園舍内の勤務であれば、休憩を入れてほぼ９時間滞在することに

なる。これは土曜もほとんど変わりないが、勤務する職員の人数は少なくなる。 

そのため、１人の職員について通算すると、１日９時間、１週当たり５日又

は６日の園舎内滞在日数となる。 

イ 年間の滞在日数 

前述の１日の滞在時間を前提にして、１年間の園児及び職員の滞在日数は、年

間 365 日から次のような休園日数が除かれる。 

（ア）日曜日 

（イ）年末年始休園（12 月 29 日～１月３日） 

その間の日曜日及び１月１日を除いて、合計５日前後 

（ウ）祝日（休日） 

過去の時期によって変動しており、その内容は次のとおりである。 

Ａ 昭和 47 年（1972 年）から同 63 年（1988 年）まで  12 日 

Ｂ 平成 元年（1988 年）から同 ７年（1995 年）まで  13 日 

Ｃ 平成８年（1996 年）以降              14 日 

なお、昭和 48 年（1973 年）から日曜日との振替休日が実施されている。 

さらに園児又は職員によって、病気又は都合等による欠席あるいは休暇があり、

そのような日の日数が除外される。 

 

 

 ① 昭和47年度 

 ～平成７年度 

②平成８年度～

同11年度 
③平成12年度～ 

平日※ 
最少の園児 8.5時間 8.5時間 8.5時間 

最大の園児 10.5時間 11時間 12時間 

土曜日 

※ 

最少の園児 ４時間 ４時間 8.5時間 

最大の園児 9.5時間 9.5時間 9.5時間 
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（４）アスベストの飛散が生じた（若しくはその可能性のある）事態ごとの事実関係 

Ⅰ 昭和 47 年（1972 年）から同 59 年（1984 年）度改修工事までの自然劣化等に

よる飛散 

ア 経年劣化による飛散 

園舎の竣工後、昭和 59 年（1984 年）度改修工事までの間の天井及び吹付け

材の状況は、（２）のウ及びエで説明したとおりである。 

この間、この吹付け材の飛散をうかがわせる記録はないが、当初からあるい

は時間の経過とともに、視認できないものの飛散が生じたことが推測できる。 

イ 人為的な接触による飛散 

また、吹付け材に対して、園児らの遊びによる、まり又はボールなどの接触、

天井清掃時の用具の接触、行事などの際に展示物や装飾物などを天井付近まで

取り付けはずす際の接触などが、日常的にあったことも想定される。そのよう

な機会にも、一時的あるいは部分的に飛散が生じたことが推測できる。 

 

Ⅱ 昭和 59 年（1984 年）度改修工事による飛散 

ア 工事の概要 

昭和 59 年（1984 年）11 月から昭和 60 年（1985 年）２月までの間、園舎に

ついて比較的規模の大きな改修及び増築工事が行われている。 

増築の主な部分は、１階の休憩室、保育室のトイレ等の新設であり、改修は、

外壁全面及び２階テラス、並びに内部では１階の増築に伴う保育室部分の移動、

その周辺部の床、天井、壁の改修と２階の遊戯室の天井の張替（天井板の新設）

であった。外部階段に付設されていたすべり台も更新された。その他増築又は

改修に伴う電気設備、給排水衛生設備の更新も行われた。 

昭和 59 年（1984 年）度改修工事における詳細な作業工程等については、直

接実情を示す資料や情報が見当たらず、一般的な想定を前提として適切な仮定

ないしは条件を設定し、大気中への影響評価をせざるを得ない。 

イ 工事中の園児及び園職員の行動 

（ア）昭和 59 年（1984 年）度改修工事中、保育がどのような場所で、どのよう

に行われていたかについて、明らかにする資料や情報は見当たらない。 

ただし、工事期間中、例えば、中庭などに仮設の園舎を建て保育した、他の

施設を利用した、あるいは一部の園児について保育を休止するなどの対応策が

採られた、といった情報は存在せず、従って、工事と並行して園舎においてそ

のまま保育を行っていた可能性が高い。 

（イ）なお、昭和 59 年（1984 年）度改修工事の規模の大きさ、限られた工期、

また作業による園児又は職員への物理的な危険を鑑みると、園舎内で保育が

行われている中で工事を行うことはかなりの困難が伴い、園舎内で並行的に

保育が行われたとみることはきわめて困難であるとの見方も存在する。 

そのような事実から、この工事期間中、他の場所で保育が行われていた可能

性も否定することはできない。 
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Ⅲ 昭和 59 年（1984 年）度改修工事後から平成 17 年（2005 年）度までの天井板

の隙間を介しての自然的な飛散 

    昭和 59 年（1984 年）度改修工事により、旧遊戯室は天井板新設工事が行われ、

吹付け仕上げされた剥き出し状態の天井（コンクリートスラブ）は、プラスター

ボード天井板の設置によって遮蔽されることになった。 

    従って、これによりⅠのイで特定したように、吹付け材に対する人為的な接触

等による飛散はなくなったものと推定でき、また、プラスターボードとコンクリ

ートスラブの間の空間である天井裏も、ほぼ密閉された状態で、風流の影響もほ

とんどなくなったものとみてよいと考えられる。 

    しかし、振動その他経年劣化による吹付け材の剥離又は浮遊は、依然と生じて

いたことが推測される。 

    この天井裏内で浮遊又は落下した吹付け材若しくはアスベストが、天井板であ

るプラスターボードのボードとボードの間、あるいはボードと壁面との間、照明

器具等の設備の取付け部分の各隙間から、天井板下の室内に流出し拡散する可能

性がある。 

 

Ⅳ 平成 11 年（1999 年）度から同 17 年（2005 年）度までの旧遊戯室内の断続的

な雨漏りによる飛散 

ア 関係する資料等について 

園舎では、旧遊戯室を含め１階及び２階の保育室、トイレ、階段などで雨漏

りが発生していた。 

また、リスク推定部会で直接事情聴取した職員からも、雨漏りについて記憶

している内容を聞いた。 

ただし、残されている園日誌はごく一部であり、しかも必ず雨漏りの有無が

記載されているものではない。調査票も、一部の職員のものであり、過去の記

憶に基づくものであるから、内容が明確ではなく、相互に食い違いもある。 

従って、雨漏りの規模、程度、頻度等の正確なあるいは明確な情報は得られ

ていない。 

イ 判明している雨漏りの状況 

その上で、資料等から明らかにできる事実は、次のとおりである。 

（ア）園舎内の雨漏りは、遅くとも平成７年（1995 年）頃から始まっており、旧

遊戯室については、職員の記憶として、平成 11 年（1999 年）から発生して

いると報告されていることから、遅くともこの頃から発生したと想定できる。 

（イ）雨漏りの現象は、｢壁や天井にカビがはえ、黒いシミができていた｣｢天井か

らポタポタと雨滴が落ちていた｣｢雨水はタライやバケツ、雑巾で受けていた｣

｢床に水滴のあとがあった｣｢水滴で床がすべりやすかった｣などというもので

ある。 

（ウ）平成 17 年（2005 年）当時に在籍した職員の記憶によると、雨漏りした箇

所については、旧遊戯室の北側付近や南側の出入り口近くであったとされる。 
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（エ）雨漏りに対する園舎の修繕又は防水工事は、少なくとも平成 15 年（2003

年）３月と平成 18 年（2006 年）２月から３月に行われている。ただし、前

者の修繕工事の対象として旧遊戯室は含まれていない。 

また、職員の記憶によれば、旧遊戯室について平成 13 年（2001 年）あるい

は平成 14 年（2002 年）頃に業者による壁紙の貼替工事が行われているとされ

る。 

（オ）雨漏りは、平成 18 年（2006 年）２月の防水工事以降は、その報告はなく、

同工事の時点まで続き、その後は止んだものと推測される。 

 

Ⅴ 平成 16 年（2004 年）度に天井裏点検のため天井板を外した際の飛散 

この作業の内容について参照できる資料としては、実際に取り外し行為を行っ

た職員からの事情聴取記録があり、またリスク推定部会においても同じ職員から

直接聴取を行った。そのほか、園内で作成され保管されていた園日誌や平成 19 年

（2007 年）２月に他の職員から集められ、記憶に基づいて記載された調査票があ

る。 

リスク推定部会としては、平成 16 年（2004 年）度の取り外し行為時の吹付け

材の量は、平成 19 年（2007 年）のシミュレーション時に撮影された写真よりも

多い量を前提として、飛散量を評価するのが妥当であると判断した。 

 

  Ⅵ～Ⅸについては、Ⅴと同様にこの作業を示す具体的な資料等は乏しい状況である

が、態様としては、職員又は事業者により特段の配慮等がなされていない中で、天井

板が外されたものと考えられる。なお、その際の園児等の滞在状況については、それ

ぞれで異なっていたと考えられる。 

  また、Ⅹに関する検討は、次章に記載する。 
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第２章 事実関係に基づくリスクの推定 

 

（１）リスクアセスメントとは（方法の総論） 

国は閾値の設定できない物質に対する当面の目標値として、生涯リスクが 10-5（10

万分の１）というレベルを設定し、具体的な事例としてベンゼンを対象に環境基準

を設定した。このリスクレベルの設定に当たっては、他の様々なリスクとの大小関

係、外国の事例、関係者からの意見聴取等を勘案して、判断している。 

10-5 というリスクレベルは妥当な根拠に基づく設定であったというわけではなく、

むしろ１桁低い 10-6（100 万分の１）を支持する情報や意見があったこと、その根

拠に挙げられている判断材料は不安定な側面を有していること、さらにあくまで当

面の目標でありこの基準まで汚染は許容されるわけではないことを十分理解すべき

である。さらに、国が定めた前述の環境基準は、あくまで全国の環境基準を設定す

るために用いられたものであり、個別事例に対して適用することは想定されていな

い。 

東京都文京区のさしがや保育園の事例や、新潟県佐渡市の両津小学校の事例では、

10-6から 10-7（1,000 万分の１）の値を目安として、リスクの判断がなされている。

これらは、幼少の児童がばく露の対象になっていること、将来発生する可能性があ

る疾病に対する予防的な措置を可能な限り行うことが念頭に置かれていると考えら

れる。 

以上のことから、本件で園児に与えたリスクを評価する際には、国が定めた環境

基準にあたる 10-5を第一次の目安としながら、10-6から 10-7も参考にリスクを判断

することとする。 

 

（２）アスベストばく露があった年の判断とリスク評価の対象者 

委員会では、アスベスト飛散の可能性がある事態として、第１章にも記載したと

おりの 10 項目を対象とした。 

なお、このうち、Ⅲについては、昭和 59 年（1984 年）度改修工事によって天井

板が設置された後の時期であり、アスベストを含む吹付け材が直接飛散する可能性

は極めて低くなっていると考えられる。リスク推定部会の議論で、天井の部材のつ

なぎ目部分や点検用出入り口などに隙間があり、そこから飛散するのではないかと

いう意見も出されたが、現時点でこうした状況に対応する測定データはなく、飛散

によるリスクを推定するのに必要な情報が十分に得られていない。 

また、Ⅹの経口ばく露によるリスクについては、特に水道水中のアスベストによ

る健康影響が以前から検討されてきたが、WHO では 1993 年に発行され、2011 年

に改定された「飲料水水質ガイドライン」の中で飲み込んだアスベストと健康影響

との関連を示す明確な証拠はないため、水質のガイドラインを示す必要はないと結

論づけている。このことから、経口ばく露による影響は吸入ばく露と比較して、リ

スクが十分に低いと考えられる。特に、本件の具体的なリスク管理方策として挙げ

られている検診の必要性について、大きな影響を与えるとは考えにくい。 
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そのため、本稿でリスク評価の対象とするのは、次の主体とする。 

 

ア 昭和 47 年（1972 年）度から昭和 59 年（1984 年）度まで、また平成 11 年（1999

年）度から平成 17 年（2005 年）度までに園に在籍していた園児 

イ 昭和 47 年（1972 年）度から昭和 59 年（1984 年）度まで、また平成 11 年（1999

年）度から平成 17 年（2005 年）度までに園に在籍していた職員 

 

（３）リスク評価に使用する方法 

リスク推定の代表的モデルとして、小学校の児童を対象とし、今回の事例に最も

近いと思われる Hughes らのモデル（Hughes ほか、1986 年）を用いてリスクの推

定を行うことが考えられる。これは、後述する一般的な疫学モデルとほぼ同等であ

るが、小学生を対象にリスク推定を行っており、クリソタイルの場合、６年間の就

学で週 35 時間×年間 36 週間×６年間＝7,560 時間に、１ 本／l のアスベストにば

く露した場合、一生涯に発生する発がん数を 100 万人あたり 1.5 人としている。こ

れは、１時間×１本／l のばく露による発がん数が、100 億人に 2.0 人となることを

示している。 

一方、職員を対象とするリスクについては、EPA や WHO のほか一般に用いられ

ている疫学モデルを適用した。 

 

（４）園でのアスベストばく露と各ばく露事態の濃度推定 

ア ばく露時間の推定に関する前提 

保育園の滞在時間は年代によって多少の変動があるが、平日を１日当たり 10.5

時間、土曜日を 9.5 時間とした。また、昭和 47 年（1972 年）から昭和 59 年（1984

年）度改修工事までの旧遊戯室での滞在時間は１～３時間とした。また、年末年

始の12月29日から１月３日までの６日間は休園されていたという情報があるが、

年によって変動していたという情報もあるため、この点については後の考察部分

で扱うことにした。 

イ 濃度推定のための前提 

ここでは旧遊戯室の室内を対象に飛散濃度を推定する。実際には、旧遊戯室か

ら他の部屋にアスベストが広がっていることが考えられるが、旧遊戯室の開放性

や保育園全体の空気循環の状況に関する情報が極めて限られているため、どの程

度の濃度であったかを推定することは容易でない。そのため、ここでは保育園全

体の濃度として、旧遊戯室の濃度の 10 分の１程度であったと仮定する。旧遊戯室

の床面積が 68.3 ㎡であるのに対し保育園全体の総床面積は 629 ㎡で約 9.2 倍であ

ることから、一定の妥当性はあるものと考えられる。 

また、飛散がどの程度継続したかもリスクを評価するうえで重要な点であるが、

過去に遡って実際の継続時間を確認するだけの情報が得られていない。東京都文

京区のさしがや保育園の事例で実施された再現実験では、飛散から 20 時間後に濃

度がほぼ 10 分の１に減少したという結果が得られている。一方で、Sawyer（1977
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年）が示しているように、床に落下したアスベストが屋内の様々な活動によって

再飛散する可能性がある。実際には、徐々に拡散していく現象と再飛散の繰り返

しによって、徐々に濃度が減少していったものが考えられる。１日あたりの減少

率を特定することが困難であることから、ここでは減少率を２割、３割、５割の

パターンを考えることとした。 

以上を整理したのが、次の表２である。 

 

表２ 対象となるばく露状況の整理 

時期 

（年度） 
飛散状況 

主たる 

対象 
ばく露期間 部屋の滞在時間 

旧遊戯室内の 

推定濃度 

S47-S58 

天井吹付け材

からの自然落

下による飛散

可能性 

全園児 

(0-5 歳児)

及び職員 

旧遊戯室で

の 滞 在 時

間：1-3 時間 

年間の行事(月 1 回程

度) 

月間の行事(誕生日会

等月 5-6 回程度)(1 回

あたり 1 時間程度) 

→平日 10 時間半、 

土曜日 9 時間半 

パターン１） 

徐々に飛散量が増え、

20(f/l)に達する。 

 

パターン２） 

当初から 20 (f/l)の飛散 

S59.11 

-S60.2 

昭 和 59 年

(1984 年)度改

修工事時の飛

散可能性(下が

り壁除去、アン

カー打ち付け

など) 

近接した保

育室の園児

(0-5 歳児)

及び職員 

作業期間は

2 週間程度

であること

から、直接

的なばく露

期間を 2 週

間と想定。 

7:30-18:00 で屋外の遊

戯時間(2 時間程度)を

除く。 

→平日 9 時間半、 

土曜日 9 時間半 

1,400-49,700 (f/l) 

H11-H17 

断続的な雨漏

りによる飛散

可能性 

部屋に滞在

し た 園 児

(4-5 歳児)

及び職員 

大雨からの

雨漏り後、

滞留期間 

7:30-18:30 で屋外の遊

戯時間(2 時間程度)を

除く。 

→一日当たり、最大 9

時間。 

0.0016〜0.57(f/l)(ぬい

ぐるみによる飛散の考慮

で、5％程度濃度が上昇

した可能性あり。) 

H16 

点検のための

天井板外しに

よる飛散可能

性 

部屋に滞在

した園児(4

歳児 )及び

職員 

1 時間を想

定 

7:00-19:00 で屋外の遊

戯時間(2 時間程度)を

除く。 

→一日当たり、最大 10

時間。 

 1,400 (f/l) 

H17.4-6 

外壁防水工事

に伴う天井板

外しによる飛

散可能性 

部屋に滞在

した園児(4

歳児 )及び

職員 

1 時間を想

定 

7:00-19:00 で屋外の遊

戯時間(2 時間程度)を

除く。 

→一日当たり、最大 10

時間。 

 1,400 (f/l) 
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H17.8.17 

用務員による

点検に伴う天

井板外しによ

る飛散可能性 

部屋に滞在

した園児(4

歳児 )及び

職員 

1 時間を想

定 

7:00-19:00 で屋外の遊

戯時間(2 時間程度)を

除く。 

→一日当たり、最大 10

時間。 

 1,400～17,000 (f/l) 

H17.8.19 

児童福祉課職

員による目視

点検に伴う天

井板外しによ

る飛散可能性 

部屋に滞在

した園児(4

歳児 )及び

職員 

1 時間を想

定 (アスベ

スト塊の採

取によるば

く露は 30

分を想定) 

7:00-19:00 で屋外の遊

戯時間(2 時間程度)を

除く。 

→一日当たり、最大 10

時間。 

 1,400 (f/l) 

H17.11. 

21 

試料採取によ

る飛散 

部屋に滞在

した園児(4

歳児 )及び

職員 

30分を想定 

7:00-19:00 で屋外の遊

戯時間(2 時間程度)を

除く。 

→一日当たり、最大 10

時間。 

 15,000～17,000 (f/l) 

注）他の部屋への広がりは、濃度を 10 分の 1と仮定 

 

（５）対象年度における園児及び職員のリスク評価結果 

   このような前提から、園児及び職員それぞれのリスク推定を示したのが、次の表

３及び表４である。 

 

表３ 園児を対象としたリスク推定結果 

期間 ばく露事態 
推定されるリスクのレベル 

1 年間 3 年間 5 年間 

昭和 47 年～昭和

59 年度改修工事

まで 

吹付けアスベスト露

出 

高く見積も

って 10-6の

レベル 

高く見積も

って 10-5の

レベル 

高く見積も

って 10-5の

レベル 

昭和 59 年度 改修工事 

通常の作業であれば 10-6 のレベルと

想定されるが、天井の扱いが乱雑であ

った場合には、10-5のレベルに達する

可能性あり。 

平成 11～15 年度 雨漏り 

高く見積も

って 10-8の

レベル 

高く見積も

って 10-7の

レベル 

高く見積も

って 10-7の

レベル 

平成 16 年度 
雨漏り＋天井板 

はずし 
10-8～10-6のレベル 

平成 17 年度 
雨漏り＋天井板 

はずし、試料採取 
10-7～10-6のレベル 
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表４ 職員を対象としたリスク推定結果 

期間 飛散機会 
推定されるリスクのレベル（各期間

の１年間） 

昭和 47年度～昭和59

年度改修工事まで 

吹付けアスベス

ト露出 
高く見積もって 10-6のレベル 

昭和 59 年度 改修工事 

通常の作業であれば 10-6のレベルと

想定されるが、天井の扱いが乱雑で

あった場合には、10-5 のレベルに達

する可能性あり。 

平成 11～15 年度 雨漏り 高く見積もって 10-7のレベル 

平成 16 年度 
雨漏り＋天井板

はずし 
高く見積もって 10-6のレベル 

平成 17 年度 
雨漏り＋天井板

はずし、試料採取 
高く見積もって 10-6のレベル 

 

（６）考察 

ア 園児と職員のリスクの比較 

結果的にはばく露事態ごとのリスクは、細かな数値は異なるものの、ほぼ同様

のレベルであり、すべてのケースについて園児のリスクの方がやや高い値になっ

た。 

イ モデル適用の妥当性 

園児については Hughes モデルを用いたが、雨漏りを例に一般的な疫学モデル

を用いることとの違いを検討した。その結果、一般的な疫学モデルに基づく値は

Hughes モデルに比べて 1.2～1.5 倍程度高い値となることが想定される。 

ウ リスクレベルを増加させる要因 

（ア）飛散の継続による影響の考慮（昭和 59 年（1984 年）度改修工事、平成 16

年（2004 年）度～平成 17 年（2005 年）度の改修工事、天井板はずし、試料採

取） 

（４）のア及びイで示したように、改修工事、天井板はずし、試料採取とい

った一時的なばく露事態について、その後も汚染が継続すると考えた場合、１

日当たり２割の減少とすると、ばく露濃度とばく露時間の合計は、ばく露事態

当日の濃度が５日間継続するとした場合と同等であること、１日当たりの減少

が５割の場合はばく露事態当日の濃度が２日間継続するとした場合と同等であ

ると考えられる。 

（イ）ばく露の継続による影響の考慮（昭和 47 年（1972 年）～昭和 59 年（1984

年）度、平成 11 年（1999 年）度～平成 17 年（2005 年）度） 

開園当初から昭和 59 年（1984 年）度改修工事までは、吹付けアスベストか

らの飛散が生じていた場合、ばく露が継続したと考えられる。リスク推定結果

から、リスクが 10-5 を超えるのは、園児については３年以上通園した場合、職
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員について５年以上勤務した場合となる。 

また、平成 11 年（1999 年）度～平成 17 年（2005 年）度の雨漏りによる影

響については、仮に６年間通園した場合でも、推定されるリスクは 10-7 のレベ

ルと考えられる。 

エ リスクレベルを低下させる要因 

（ア）園の休暇時期の考慮 

年末年始の 12 月 29 日から１月３日の時期は休園しており、園児が園に滞在

していなかったという情報がある。このことを考慮すると、年間の滞在時間が

ほぼ１週間分少なくなり、割合としては 52 週分の１週で、約 1.9％減少する。

このことから、前述のリスクは概ね２％程度少ない値になる可能性がある。 

（イ）園での滞在時間 

前述の推定では、日中の園からの外出（戸外遊び）は考慮に入れずに、常に

園舎の中にいたと想定している。実際には、降雨時以外は外出していたと考え

られ、その分のばく露時間は減少させる必要がある。また、ここでは延長保育

を含めて推定しているため、これに該当しない園児の場合はリスクが減少する

ことになる。 

 

（７）リスク評価結果と各年度検診対象者の検討 

   リスク評価結果に基づく検診対象者については、次の表５のとおりである。 

 

   表５ リスクレベルごとの検診の必要性 

リスクの程度 検診の考え方 

10-7より低いレベル 特に必要とは考えにくい。 

10-7から 10-6のレベル 
検診時に受けるリスクも考慮しながら、児童・保護

者の判断で受診の機会を提供する方向で検討。 

10-5以上のレベル 
検診の必要性を説明のうえ、受診を勧める方向で検

討。 

表５に示したリスクレベルに応じた対応に加えて、これまでの市でなされてきた

方針による対応を勘案し、具体的な実施方策について検討することが必要と考えら

れる。 

 

（８）検診時に配慮すべき放射線リスク 

放射線によって生じるがんの発生については、年間 100 ミリシーベルト以上の放

射線を受けた場合に、放射線量とともにがん発生率が比例的に増加するとされてい

る。ただし、検診によって生じる被ばく量はこれよりもかなり低く、がん死亡の明

確な増加は観察されていない。ここでは、あくまで安全側に考えて、仮に 100 ミリ

シーベルト以上で想定されている放射線量とがん死亡率との比例的な関係が、より

低い放射線量でも同じように当てはまるとした場合のリスクの程度を推定した。 
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検診を行う際には、これらの情報も合わせて伝えたうえで進めることが必要にな

ると考えられる。 
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第３章 今後の検診に向けた対応策 

 

（１）アスベスト関連疾患検診の推奨 

ア アスベストばく露のリスクレベルと検診対象者 

本件におけるアスベストばく露事態全体の概要は、前章までで説明されている。 

環境ばく露における健康影響は、10-6のリスクレベルを指標とする場合も多い。

しかし、アスベストについては、場合により 10-7 以上を対象とする場合もある。 

そのため、昭和 47 年（1972 年）度から昭和 59 年（1984 年）度に在籍した

園児、平成 16 年（2004 年）度及び平成 17 年（2005 年）度に在籍した園児の

うち、アスベスト関連疾患検診を希望する者は対象とする。 

なお、昭和 60 年（1985 年）度から平成 15 年（2003 年）度の間のみに在籍

した園児、平成 18 年（2006 年）度以降のみに在籍した園児については、アス

ベスト関連疾患検診の必要性は、十分に確認できなかった。 

また、職員と園児のリスクレベルは、ほぼ同等であることから、職員につい

ても園児と同様の期間に在籍した者のうち、検診を希望する者を対象とする。 

前述に加え、これまでの市と保護者等との経過を踏まえ、アスベスト関連疾

患検診を希望する園児又は職員については、これも対象とする。 

なお、その際、第２章の（８）にて説明した放射線リスクも十分に考慮され

たい。 

 

イ アスベスト関連疾患検診の対象疾患 

アスベスト関連疾患検診及び補償等の対象とするアスベスト関連疾患としては、

胸膜プラーク（肥厚斑）、アスベスト関連肺がん、中皮腫、良性石綿胸水及びびま

ん性胸膜肥厚の５疾患に加え、アスベストで発症するおそれのあるその他の疾患

が想定される。今回のような建物からのアスベストばく露において、過去に石綿

肺の発症は報告されておらず、石綿肺の発症は職業性等の他の原因と考えられる

ことから、本件では対象外とする。 

アスベスト関連疾患のうち、低濃度ばく露で早期（初ばく露から 20 年以降 80

年まで）に発症する疾患として、まず胸膜プラークが挙げられる。胸部 X 線写真

は、当該年の会社等における定期健診時の胸部 X 線写真（CR,DR）の健診機関か

らの借用、当該年に受診した医療機関の胸部 X 線写真（CR,DR）の医療機関から

の借用を主とする。なお、定期健診等の胸部 X 線写真のない対象者が、市に対し

撮影の機会を求めた場合には、市においては、対象者に対する胸部 X 線写真の撮

影機会を設けることが望ましい。また、対象者からの希望がない場合でも、市が

主体的に撮影機会を提供する場合には、市関連の医療機関にて胸部 X 線写真の撮

影のみを実施することが望ましい。 

提出された胸部 X 線写真は、年１回、判定部会で読影を行い、判定する。胸膜

プラーク（疑い）事例には、適切な胸部 CT 写真の撮影を指定医療機関（北里大

学、平塚共済病院又は市関連医療機関等）で実施することが望ましい。 
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早期の検診による診断効果が想定される疾患として、アスベスト関連肺がんが

考えられる。喫煙又はアスベスト等のばく露による、40 歳以下の肺がんあるいは

アスベスト関連肺がんの、発症リスク上昇の報告は定説には至っていない。その

ため、アスベスト関連肺がんの早期診断の目的での検診としては、肺がん健診と

同様に、40 歳以降の毎年の胸部 X 線写真検診が推奨される。 

提出された胸部 X 線写真を、判定部会で読影し、判定を行い、肺がん（疑い）

事例には、適切な胸部 CT 写真の撮影を指定医療機関（北里大学、平塚共済病院

又は藤沢市関連医療機関等）で実施することが望ましい。 

20 代から 40 代の胸部 X 線写真の撮影は、労働安全衛生法においては、毎年実

施している会社から、５年に１回の会社まで一定の幅がある。胸膜プラークの早

期発見を考えると、希望者においてのみ、毎年１回の胸部 X 線写真の撮影と判定

を推奨する。胸部 X 線写真は、当該年の会社等の定期健診時の胸部 X 線写真

（CR,DR）の健診機関からの借用、当該年に受診した医療機関の胸部 X 線写真

（CR,DR）の医療機関からの借用を主とする。なお、前述のとおり別に撮影機会

を希望する者がある場合や、市が主体的に撮影機会を提供する場合には、市関連

の医療機関において胸部 X 線写真の撮影のみ実施することが望ましい。 

なお、妊娠時の女性への胸部 X 線撮影は、推奨しない。 

中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚の３疾患では、早期の胸部 X 線検診

の意義は未だ証明されてはいないため、発症診断後に、市担当課へ申し出ること

とし、当該３疾患を目的とした検診は推奨しない。 

 

ウ アスベスト関連疾患検診の開始時期（年齢） 

本章（１）のアにて、アスベスト関連疾患検診の対象者とされた者については、

次の時期（年齢）から対象とする。 

（ア）アスベストばく露の初年から 20 年以上経過した 20 歳から 39 歳までの者 

（イ）アスベストばく露の初年から 10 年以上経過した 40 歳以上の者 

 

エ アスベスト関連疾患検診の実施機関と指示を行う医師 

本章（１）のイで述べた、対象者からの申し出又は市の主体的な判断により、

市がアスベスト関連疾患検診にかかる胸部 X 線写真の撮影を市関連の医療機関等

で行う場合には、判定部会の医師を当該医療機関に派遣し、当該医療機関の放射

線技師に対して、撮影条件等の指示を行うものとする。 

 

オ 判定部会と対象者個人への通知 

（ア）判定部会は、最低年１回は開催し、対象者から提出された当該年の会社の定

期健診時の胸部 X 線写真（CR,DR）又は当該年に受診した医療機関の胸部 X 線

写真（CR,DR）、あるいは市が設けた撮影機会にて撮影された胸部 X 線写真の

読影を行い、アスベスト関連疾患等の有無について判定する。 

（イ）判定部会は、読影した結果を読影後１か月以内に、市を通じて対象者に対し
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書面で通知する。 

（ウ）（ア）の判定において、胸膜プラーク又は肺がん等のアスベスト関連疾患が疑

われ、「要精密検査」等の判定を行った対象者に対しては、胸部 CT 写真の撮影

を推奨する。その際、胸部 CT 写真の撮影は、指定医療機関（北里大学、平塚

共済病院又は市関連医療機関等）で実施することが望ましい。 

（エ）（ウ）で撮影された、あるいは対象者から提供された胸部 CT 写真については、

改めて判定部会を開催し、読影し、判定を行う。読影した結果については、読

影後１か月以内に、市を通じて個人に書面で通知する。 

（オ）アスベスト関連疾患発症の報告が、市の担当課等に寄せられた場合、緊急の

判定部会を開催し、その中で対象者に対する詳細な相談又は聴き取りを速やか

に実施する。その際、必要に応じて判定部会の臨床心理士による、心理相談も

同時に実施する。 

 

（２）アスベスト関連疾患検診にかかる必要経費の補償 

第１に、アスベスト関連疾患検診を受けることが必要、あるいは望ましいとされ

た園児及び職員らの対象者が、アスベスト関連疾患検診を受診した場合には、この

受診に伴い対象者が受けた損失について、市が補償することが望ましい。 

第２に、アスベスト関連疾患を発症した場合の補償について、予め大筋を規定す

ることにより、園児、職員又は保護者等の不安を軽減し、平穏な生活の確保に努め、

万が一の発症の場合にも、対象者に多大な負担をかけることがないようにすること

が望ましいためである。 

ア 市が主催する検診に参加する者に対する補償 

（ア）検診手当 

本章（１）のイ等で説明した、市が主体的あるいは対象者からの希望により、

市主催の撮影機会を設ける場合には、対象者はそれにかかる日程調整、会場ま

での移動時間、会場にて説明を受ける又は撮影の順番を待つなどの時間がかか

り、その時間は、本件のアスベストばく露がなければかからないものである。

また、早期の検診受診により、健康被害が軽いうちに発覚することで、損害の

拡大を防ぐことが可能となる。そのため、当日において４時間以内の所要時間

である場合は 2,500 円、４時間を超える所要時間の場合は、それに加えて更に

2,500 円を対象者各人に対し支給することが望ましい。 

（イ）交通費 

原則として、自宅から会場までの公共交通機関での移動交通費を、市が負担

することが望ましい。可能な限り現地にて支給できるよう調整されたい。 

なお、対象者が住所地以外の場所に居住している（寮などに住んでいる）場

合には、その旨を申し出させることにより、そこからの移動（そこへの移動）

と判明する場合は、その移動交通費を市が負担すべきであると考える。 
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イ 別に受診等を行った画像等の読影 

（ア）市主催の撮影機会に参加できず、他の機会に撮影した胸部 X 線写真を提供す

る場合 

特段、他病等において胸部 X 線写真の撮影が必要なく、本件でのアスベスト

関連疾患検診に資することを目的として、胸部 X 線写真を撮影した場合には、

まず撮影時に要した受診費用を市が負担することが望ましい。さらに、胸部 X

線写真を市が取得するための費用（市から医療機関への複写依頼あるいは対象

者自身からの複写の提供）についても、市が負担することが望ましい。 

（イ）他病の検査等のために撮影された胸部 X 線写真を提供する場合 

他病の検査等のために医療機関を受診し、その際に撮影された胸部 X 線写真

を提供する場合、あるいは会社等の定期健診において撮影された胸部 X 線写真

を提供する場合には、市は受診費用は負担せず、市が胸部 X 線写真を取得する

ために要した費用のみを、市が負担することが望ましい。 

  ウ アスベスト関連疾患検診にかかる補償フローチャート 

    以上の補償内容等について、図１のとおり整理する。 
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    図１（アスベスト関連疾患検診にかかる補償フローチャート） 
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第４章 アスベスト関連疾患の発症にかかる補償の考え方 

 

（１）補償についての基本的な考え方 

ア 市の法的損害賠償責任（民事責任）の所在 

今後、園児または職員であった者がアスベスト関連疾患を発症した場合、大き

な精神的な負担を受けるとともに経済的にも治療費や休業による損失、万が一死

亡したときには残された遺族に様々な負担が生じる。 

園児らのアスベスト関連疾患の発症について、これが本件の吹付け材の飛散を

原因とするものである場合に、市はこれらの損害（損失）について一定の填補を

する責任が生ずる。 

イ より広い責任に基づく補償の必要性 

しかし、市には公共団体として上記法的責任にとどまらない本件の被害発生に

対処すべき行政的な責任があると考える。 

関係法令等によれば、保育園（保育所）は、乳児あるいは幼児を対象として養

護及び教育を一体的に行う児童福祉施設であり、本件の問題は、これらの保育園

のあり方に反して、公立の施設が健康上の弱者にあたる乳幼児に被害を与えてし

まうというものである。しかも、アスベスト関連疾患は現在、一度発症すると治

癒は困難であり、また早期に死に至ることが多いという重篤な疾患であり、その

闘病生活は悲惨で深刻なものになる。 

以上の実情から、本件ではアスベスト関連疾患を発症した園児等に対し、市は

その責任に基づき所要の補償を行うことが求められる。 

その補償の性格としては、市の損害賠償責任を基礎とし、これに社会保障的な

性格を加味したものと位置付けるべきである。 

ウ 補償に関する市のこれまでの言明 

なお、本件のアスベストの飛散にかかる補償について、市も平成19年（2007年）

２月23日開催の第４回保護者説明会（福祉健康部長出席）において、市には吹付

け材に起因して疾患を発症した者に対し、その補償をする責任があるとの発言を

し（同会議録Ｐ６,Ｐ18）、その後、同趣旨の内容を記述した｢在園証明書｣（案）

が、同年６月４日付で保護者に示され、次いで市アスベスト問題対策会議が作成

し公表した同年11月６日付の｢藤沢市のアスベスト対策に係る総括について｣（い

わゆる総括文書）に市の考えを示した文書として添付され、最終的に同文書を正

式文書として12月28日付でその時点で判明していた保護者（園児）全員に送付さ

れている。 

以上のとおり、市としても本件にかかる補償を約束しているものといえる。 

 

（２）補償の仕組みの具体的な留意点 

ア 手続面において実施されるべき事項 

この補償は、園児等からの申請に基づき、市においてそれが園における吹付け

材の飛散に起因するものであること（因果関係）を判定し、さらに提出された資
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料に基づき補償すべき損害（損失）の範囲を認定し、補償金を給付して行うこと

になる。 

この補償制度は、上記で示した趣旨から手続面において次の事項が実施される

べきであると考える。 

①  補償が市の当事者としての賠償責任の性格を有するものであるところか

ら、申請にあたって園児らに過大な手続的負担を課すべきではないため、

起因性の判定及び補償の範囲の認定にあたって申請者に提出を求める書面

は、通常その作成又は取得が困難ではないものに限ることとし、判及び認

定はそれらの書面に基づいて行い、不明な部分があっても原則として申請

者に不利に解釈しないものとすること 

②  上記判定及び認定は、判定部会及び補償検討部会（但し補償の範囲の認

定にあたっては市の職員も委員として加わる必要があると考えられる）、

又はそれに相当する第三者的な委員会の意見を聞いて決定するものとす

ること 

③  手続の透明性と園児らの予測可能性を確保するため、上記判定及び認定

の基準について、その具体的な内容を予め定め、これを公表しておくこと 

④  上記判定及び認定の結果に対する不服申立て方法を保証するために、こ

れらの手続については、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政訴訟に

おける取消訴訟の提起ができるように、行政処分としての法的性格をもた

せる措置を講ずること 

イ 実体的な面で配慮すべき事項 

（ア）起因性の判定 

この判定は２段階で行うことになる。すなわち、①当該疾患がそもそもアス

ベストばく露に起因するものか、②そのアスベストばく露が本件の吹付け材飛

散以外の機会によるものではないか、である。 

このうち①の判定については、アスベスト関連疾患は肺がんのようにアスベ

ストばく露のみによって発症するものではなく、かつ現在のところアスベスト

起因を判断することが可能な、決定的な医学的所見が確立されていないという

問題がある。そこで、例えば国が行っている｢石綿の健康被害の救済に関する法

律｣に基づく救済制度におけるアスベスト吸入による指定疾病の判定において

は、その基準についてかなり狭いものを採用している。 

国の救済制度の性格からすると、本件の補償はこれと異なり、その判定基準

によることは妥当ではなく、むしろ、真にアスベストに起因した患者を排除し

てしまう可能性の方が大きくなることもあって適切とは言えない。 

判定は、市の上記損害賠償責任を基礎としたこの補償制度の性格にふさわし

い基準をもって行うべきである。 

（イ）損害賠償責任における過失の問題  

損害賠償責任は、一般的に、加害者側に過失（予見）があったことを要件と

して発生する。従って、市において、本件のアスベストばく露やその結果とし
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ての疾患の発症が予見できなかった場合は責任がないこととなる。 

しかし、これを本件にあてはめるといかにも不合理な結果となる。先に述べ

た保育委託契約の趣旨や営造物責任の趣旨、さらに保育所の衛生管理等に関す

る行政上の義務に照らして、本件を市が運用する補償制度の下でとらえるなら

ば、市側の予見の有無という事情によって何の罪科のない園児らに対する補償

の可否を時期的に区別することは、公平性や公正さを欠くものと考える。 

従って、本件の補償制度の性格の基礎にある市の損害賠償責任は、過失の有

無を問わない責任と位置付けるべきである。これは、ちょうど労働災害におけ

る使用者の補償責任（無過失責任とされている）に類似している。 

従って、これに準拠して制度の性格を位置付け、昭和47年（1972年）の開園

時以来の園児らを対象にして、これを運用するのが適切と考えられる。 

なお、先に引用した市における過去の補償に関する言明においても、市側の

過失や予見の有無の点に触れていないので、それを考慮に入れずに補償を判断

するとしているものと理解される。 

（ウ）補償の範囲 

補償の範囲の認定にあたっては、手続を簡素なものとし結論を迅速に出すこ

とを可能にするとともに、申請者の間で公平さが保たれる必要がある。 

従って、補償の範囲は書面をもって容易に証明できる支出の実額や統計資料

に基づいて算出される一定額などを補償認定の基準とすることが適切である。 

また、前記したようにこの補償制度を損害賠償責任を基礎にしつつも社会保

障的な性格のものととらえ、具体的に前述のアの①やイの（ア）や（イ）の考

慮をすることから、例えば①休業損害に対してはその一定の割合の部分を補償

の対象とする、②精神的苦痛に対する損害（慰謝料）は補償の範囲に含めない

こととすることなどが合理的であると考えられる。 

これも、労働災害補償（労災保険）の給付内容やその算定方法を参照し、こ

れに準拠することが適切であると考えられる。 

（エ）以上の諸点に留意し、具体的な判定と認定についてその大枠を示すと、次項

以下のとおりとなる。 

 

（３）アスベスト被害の対象疾患の判定 

ア 中皮腫の場合 

（ア）独立行政法人環境再生保全機構によって、中皮腫の診断が認められることが、

補償の要件である。 

（イ）医療機関等で中皮腫と診断された者は、市担当課に速やかに申し出る必要が

ある。対象となる者は、医療機関等による｢中皮腫の診断書｣とともに職歴・家

族歴・生活歴等の資料を提出し、（ア）の判定を行う期間と並行し、判定部会及

び補償検討部会が速やかに職歴・家族歴・居住歴等の調査を実施する。 

（ウ）職業や家族を通じたばく露等のその他のアスベストばく露の原因が明らかで

ない、と判定部会及び補償検討部会が認めたときは、市が補償を行う。 
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（エ）他のアスベストばく露も避けられない状況の者については、閾値のないアス

ベストを幼児期に吸入したことの影響がありうることから、補償の減額をしな

いことが妥当と判断される。 

イ 原発性肺がんの場合 

（ア）対象となる者は、医療機関等による｢原発性肺がんの診断書｣とともに職歴・

家族歴・生活歴等の資料を提出し、判定部会及び補償検討部会が速やかに職歴・

家族歴・居住歴等の調査を実施する。 

（イ）胸膜プラークがある場合の原発性肺がんについて、職業や家族を通じたばく

露等のその他の原因が明らかでなく、｢本件でのアスベストばく露が主な原因で

ある｣と判定部会及び補償検討部会が認めた場合には、市が補償を行う。 

ウ びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水、その他アスベストで発症するおそれがある

疾患の場合 

（ア）対象となる者は、医療機関等による｢びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水、その

他アスベストで発症するおそれがある疾患の診断書｣とともに職歴・家族歴・生

活歴等の資料を提出し、判定部会及び補償検討部会が速やかに職歴・家族歴・

居住歴等の調査を実施する。 

（イ）職業や家族を通じたばく露等のその他の原因が明らかでなく、｢本件でのアス

ベストばく露が主な原因である｣と判定部会及び補償検討部会が認めた場合に、

びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸膜炎、その他アスベストで発症するおそれがあ

る疾患に対して、市が補償を行う。  

 

（４）補償の範囲 

ア 補償の種類 

補償の種類として、次の項目が考えられる。 

① 治療費(保険診療における一部負担金)  

② 休業補償 

(死亡の場合) 

③ 葬祭費 

④ 弔慰金 

⑤ 遺族補償 

イ 補償額の算定方法 

（ア）①及び③は、実額にて算定する 

（イ）④及び⑤は、それぞれ一定額とする。他の補償制度の例を参照して決定する。 

（ウ）②は賃金センサスをもとにし、それに定率を乗じて算出する。なお、男女の

性別による差が生じないように配慮すべきである。 

 

（５）（１）～（４）による補償以外の給付金の支給について 

ア  アスベストばく露に起因するリスク 

（ア）前述したように、アスベスト関連疾患について、現在のところ中皮腫以外な
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ど、医学的所見によってアスベストばく露の起因性を判定するための確立した

基準は存在しないものもある。 

従ってその発症について、（３）で示した判定基準を満たさない場合でも、ア

スベストばく露を原因として若しくはアスベストばく露が一定程度寄与して発

症した患者が存在する可能性がある。 

（イ）以上の事情は、特に肺がん（原発性肺がん）についていえることである。一

般に肺がんは、アスベストばく露の経歴を有しないものでも数多く罹患し、そ

の罹患の起因となる物質あるいは要因は様々であるとされている。そして後に

述べる例外を除いて、具体的に当該患者の肺がんの原因になったものについて

特定することができないのが通常である。 

このように肺がんを招く要因となる経歴は食習慣、大気汚染、喫煙等々（そ

の中には放射線の被ばくも含まれる）であるが、直接喫煙を除いては、一般人

が日常生活を営んでいく上で、その量や程度は別として、一般的に誰にとって

も回避することが困難なものであり、また、そのような経歴を負うことについ

て各個人に落ち度や非難される事情が存在するものではない。 

このように、肺がんは一般的に様々の要因によって罹患し、通常一般人であ

れば誰でもアスベストとは無関係にそのような要因による肺がん発症のリスク

を普段から負っている。その上で、本件の浜見保育園におけるアスベスト飛散

の事態は、ばく露した園児等に対して、その発症リスク（確率）を上記の通常

人に比べて過剰に負わせたものと評価できる。 

確かに、肺がんを現実に罹患した者について医学的所見がない場合に、この

ような発症の過剰生涯リスクがあるというだけで本件のアスベストばく露との

法的因果関係を認めることは困難である。 

しかし、そのような発症の生涯リスクを負って肺がんに罹患した場合、本件

のばく露がその発症の引き金になった可能性が存在し、それは他の一般人と対

比してリスクを高くしている結果といえるから、患者として一般人であれば罹

患しなかった者が、この浜見保育園におけるアスベストばく露があったがため

に、それを原因として罹患したという可能性があることになる。 

肺がん（アスベスト関連疾患）に現実に罹患した園児等が抱く、この可能性

をもとにした精神的な苦痛に対しては何らかの手当てがなされるべきであると

考える。 

イ 本件において給付を行うべき理由 

（ア）他方、委員会では、過去のアスベストの飛散等にかかわる検証の一つとして、

本件の吹付け材の飛散が問題となった平成16年（2004年）度以降の市の態度や

対応、時々に保護者より表明された意見等について、残された当時の記録及び

市担当者や委員会の保護者委員の説明に基づき精査検討を行った。 

それにより、保護者らは、この問題に関する市の対応処置あるいは報告、説

明その他情報提供に対し強い不信を持ち、かつ市の態度がその責任を逃れよう

とするきわめて不誠実なものであると認識していたことが理解された。 
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このような不信や認識は、本報告書をまとめるにあたって実施した保護者か

らのヒアリングや中間報告書にかかる説明会の席上においても聴取され、それ

らが今なお解消されていないことが認められた。 

（イ）平成16年（2004年）度から同19年（2007年）度までのこの問題に対する市の

対応については、同19年（2007年）11月６日に｢藤沢市のアスベスト対策に係

る総括について｣を公表して、その中で一部市自らがその対応について反省すべ

き事項を記述している。 

     しかし事態の推移をみると、市の行動は、単に、迅速な情報提供あるいは適

切な説明などに欠けていたというものにとどまらず、その間の市職員の言動や

市の対応処置が、本件吹付け材の飛散の程度をより少なく、アスベストばく露

の健康影響もより軽微なものに過ぎないとする方向で行われており、しかもそ

れが正確な知見や情報に基づかず、いわば不用意に行われていたと評価できる

ものである。 

これは、当時の市の体制からやむを得ない面があったといえないわけではな

いが、保護者らにとっては市に対する不信を増幅させ、その結果市の情報堤供

や説明が信頼できないものとみなす十分な根拠となってしまっている。 

そして、委員会が特に問題として指摘できるのは、市には、保護者らの心配

や懸念に寄り添い、その心情を理解し汲み取りながら事に当たる姿勢に乏しく、

逆に可及的すみやかに問題を収束させることに注力していたとしか見えないよ

うな実態にあったことである。 

（ウ）また、当時開催された保護者説明会において、市が、アスベストばく露につ

いて市が補償するとの言明を行っている議論の過程を見ると、保護者らがこの

時点で主に念頭にあったのは平成11年（1999年）度以降の天井からの雨漏りに

よる飛散と同16年（2004年）度以降の複数回にわたる天井板取り外しの際の飛

散に対する不安であった。 

しかもこれらの飛散について、起因性の判断が容易な、かなり高濃度のアス

ベストばく露が生じた可能性があることが前提とされ、議論が行われているこ

とがうかがわれる。従って、前述した起因性すなわち因果関係の判定がそもそ

も困難なものであって、アスベストばく露の事実があってもそれが原因である

と判断できないことがある等の説明が適切に行われておらず、保護者らにその

ような理解はなかったものと認められる。 

保護者らの理解に従うと、保護者らにとってアスベスト関連疾患に罹患すれ

ば、それは他にアスベストばく露の経歴がない限り、そのまま本件吹付け材の

飛散が原因と判断されて一定の補償が行われるものと信頼し、期待していたと

考えられ、また、そのような信頼を持つことはもっともであり、避けることが

できない状況にあった。 

ウ 給付の内容 

（ア）以上検討してきたように、①起因性判断にあたって確立した医学的所見がな

いこと、②アスベスト関連疾患に閾値がなく、本件アスベストばく露が過剰な
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リスクとしてその原因になる可能性が否定できないこと、及び③本件の経緯の

特殊性に照らして、現実にアスベスト関連疾患に罹患した園児等が受ける身体

的な苦痛に伴う本件の吹付け材の飛散が原因となったかもしれないとの精神的

苦痛に対し、市は一定の給付を行うべきである。 

（イ）よって、アスベスト関連疾患に罹患し、前述の（３）の判定によって起因性

が肯定できなかった園児について、申請により市は、疾患罹患に伴ってその園

児及び保護者が受ける上記精神的苦痛に対応するものとして一定額の金員の給

付を行う。その金額は、およそ50万円から150万円程度の範囲で決められた金

額とすることを提案する。 

但し、その給付はあくまでも上記に検討したことを理由とするものであるの

で、次のエを除くものとする。 

エ ウの給付を行わない場合 

（ア）次の３つの場合は、罹患したアスベスト関連疾患に相当する疾患が明らかに

本件の吹付け材の飛散を原因とするものとは認められないので、給付の対象か

ら除外すべきである。  

①第１に、業務上の広い意味の災害として、職業上いわゆる発がん物質（これ

には当然アスベストも含まれる）を摂取あるいはばく露して、明らかにそれを

原因として発症した場合である。 

②第２に、その罹患者が、多くは第三者の行為に起因して偶発的に遭遇した事

故あるいは災害というべき発がん物質の摂取あるいはばく露によって肺がん

等を発症したことが明らかな場合も、当然本件の給付から除外される。 

③第３に喫煙（経験）者の場合である。喫煙している（た）者は、喫煙の経験

のない者に比べて肺がんを発症するリスクはかなり高く、その生涯リスクも高

い。また、喫煙は本人の意思によってコントロールすることが可能である性質

等を考慮すると、特に喫煙の経験が深い者については、本件の給付を行わない

とするのが妥当である。 

（イ）本件の給付の判定にあたっては、申請者から上記①～③の該当する事実がな

いか関連する情報の提供を受け、これを審査して、その事実がない者について

上記のウのとおり給付をする仕組みを構築する。 

 

（６）上記以外の見舞金等の考え方 

ア 昭和 59 年（1984 年）度の改修工事、平成 11 年（1999 年）度以降に発生した

雨漏り等の影響でアスベストにばく露した可能性がある園児を対象とした場合 

    上記（５）「（１）～（４）による補償以外の給付金の支給について」の「イ 

本件において給付を行うべき理由」で示されていている３点のうち最初の２点、

すなわち、平成 16 年（2004 年）度以降の市の態度や対応に対する保護者の不信、

平成 19 年（2007 年）11 月６日に市が示した｢藤沢市のアスベスト対策に係る総

括について｣で示されている反省すべき事項については、アスベスト関連疾患の

発症にかかわらず平成 16 年（2004 年）度以降の議論に関わった園児や保護者す
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べてが対象であり、市が何らかの誠意を示すことには一定の合理性があると考え

られる。平成 30 年（2018 年）１月 30 日から２月 26 日まで実施された中間報告

書に対する意見公募においても、過去の市の対応に対して謝罪を求める意見が複

数出されており、こうした声に何らかの形で応えることは本件に対する過去の対

応の不備への市の姿勢を示すことになると考えられる。 

以上の点を勘案し、一人当たり数万円程度の見舞金を支給することが妥当と考

えられる。 

イ 昭和 58 年（1983 年）度以前にばく露した可能性がある園児らを対象とした場 

 合 

一方、昭和 58 年（1983 年）度以前の園児らについては、委員会が行った調査

や検討の過程でアスベストばく露によるリスクの存在が明らかになっている。こ

れらの園児ならびに保護者は平成 16 年（2004 年）度以降の市との交渉に直接関

係しておらず、そのため、上記アで示した市と保護者・児童との関係とは事情が

異なる。しかし、アスベストばく露によるリスクの存在を突然示されることによ

る精神的負担は小さくないことが委員会で議論された。加えて、過去の園児の名

簿管理は、本来、市が行うべきところであるが、この時期の情報収集が困難であ

ることが明らかになっているため、この時期に在園した元園児に自ら申告しても

らう必要が生じてくる。 

これらのことを考慮すると、園の滞在に伴って発生したアスベストばく露によ

るリスクの存在を元園児に周知するとともに、元園児が事実を受け止めることに

対する精神的負担や在園に関する自己申告のための実務的負担に対する見舞金を

市が提供することには一定の合理性があると考えられる。その際の金額について

は、園児の間の公平性の観点から、上記アで示した昭和 59 年（1984 年）度の改

修工事、平成 11 年（2004 年）度以降に発生した雨漏り等の影響でアスベストに

ばく露した可能性がある園児への見舞金と同等のレベルで検討することが望まし

い。 

また、この時期の元園児からの申請については、市のホームページや市の広報

等で周知を徹底する必要がある。申請があった場合の認定を判断するための客観

的資料としては、卒園アルバム、保育園と保護者との手帳、保育園でのイベント

写真、保育園で作った作品の写真などが挙げられる。ただし、過去の資料の掘り

起こしには一定の困難が伴うことが考えられることから、上記以外であっても当

該期間に在園していたと判断できる資料であれば対象に含めることが求められる。 
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